
  １　内容
    　 インボイス制度の基本的な仕組み（概要）

　〇　参加受付は、会場の収容人数の都合上、事前予約制とさせていただきますので、
　　開催日の前日までに連絡先まで電話予約してください。
　　なお、定員に達した時点で受付を終了させていただきますので、予めご了承下さい。　 
　　また、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、開催を中止する場合があります。 

　２　説明会の日程

開催場所・定員 説明会等の名称等 留意事項 連絡先

R4.12.13

R5.1.25

R5.2.10

R5.3.29

開催場所・定員 説明会等の名称等 留意事項 連絡先

R4.11.16
R4.12.2
R4.12.9
R4.12.16

新宿税務署
（地下会議室）
北新宿1-19-3

　　各回50名

インボイス説明会

【内容】
　消費税の仕組み
　制度の概要について

【予約優先】
　開催日の前日までに
　電話予約してください。
　なお、説明会当日空席
　がある場合は参加が
　可能です。

　新宿税務署
　法人課税第２部門

（代表）
　03-6757-7776
　内線：2522

　○　ご来場には、公共交通機関をご利用ください。

インボイス説明会
（課税事業者向け）

【内容】
　制度の概要について

【要事前予約】
　開催日の前日までに
　電話予約してください。

　新宿税務署
　法人課税第２部門

（代表）
　03-6757-7776
　内線：2522

開催日時

【夜間の部】

開催日時

BIZ新宿 3F
(研修室A)

西新宿6-8-2

　　各回50名

18:00～
19：00

 10:00 ～
11：00

新宿税務署
（地下会議室）
北新宿1-19-3

　　各回20名

新宿税務署 法人課税第２部門

令和５年１０月から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されま

す。適格請求書(インボイス)を発行できる「適格請求書発行事業者」の登録を、制度が始ま

る令和５年１０月１日から受けるためには、登録申請書を令和５年３月３１日までに提出す

る必要があります。登録申請手続の受付は令和３年１０月から開始されています。

【国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト】
インボイス制度の情報や、国税庁が行っているオンライン説明会の模様、

申請手続に関することやQ&Aなどを掲載しています。

下のコードからサイトへ



  １　内容

    　 消費税の基本的な仕組み、インボイス制度の概要

　〇　会場の収容人数の都合上、定員に達した時点で受付を終了いたしますので、予めご了承下さい。

　　　なお、参加受付は事前予約でもお受けしていますので、開催日の前日までに以下の連絡先まで

　　お電話ください。

　　　また、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって開催を中止する場合がございます。 

　２　説明会の日程

説明会の内容・留意事項 連絡先

  【夜間の部】

説明会の内容・留意事項 連絡先

R4.11.16(水)

R4.12.2(金)

R4.12.9(金)

R4.12.16(金)

新宿税務署
個人課税第１部門

　（代表）
０３－６７５７－７７７６
　内線：２１１２

【内容】
・消費税の仕組み
・制度の概要

【留意事項】
事前にご予約いただいてい
る方を優先いたします。

　新宿税務署
　個人課税第１部門

　（代表）
　０３－６７５７－７７７６
　内線：２１１２

開催場所・定員

18:00～19:00

新宿税務署
（地下大会議室）

北新宿１－１９－３

　　　　各回 ５０名

【内容】
・消費税の仕組み
・制度の概要

【留意事項】
事前にご予約いただい
ている方を優先いたし
ます。

13:00～14：30
又は

14:45～16：15

開催日時

開催日時 開催場所・定員

R4.12.13(火)

R5.1.25(水)

R5.3.29(水)

新宿税務署
（地下大会議室）

北新宿１－１９－３

　　　　各回 ２０名

R5.2.10(金) BIZ新宿 ３F
(研修室A)

西新宿６－８－２

　　　　各回５０名

13:00～14：30
又は

15:00～16：30

（参考）

免税事業者の方や、取引先が免税事業者である場合の対応に関する考え方については、

「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を参照して

ください。

新宿税務署 個人課税第１部門

【国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト】

インボイス制度の情報や、国税庁が行っているオンライン説明会の模様、

申請手続に関することやQ&Aなどを掲載しています。

令和５年１０月から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入さ

れます。適格請求書(インボイス)を発行できる「適格請求書発行事業者」の登録を、制度

が始まる令和５年１０月１日から受けるためには、登録申請書を令和５年３月３１日まで

に提出する必要があります。登録申請手続の受付は令和３年１０月から開始されています。


